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大阪市環境局

廃棄物の区分

廃棄物とは「ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃
油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物
であって、固形状又は液状のもの」

※浚渫土、建設発生土は法の規制対象外 【廃棄物処理法第２条第１項】

一般廃棄物

一般廃棄物

特別管理
一般廃棄物

事業系
一般廃棄物

産業廃棄物

産業廃棄物

特別管理
産業廃棄物

有価物・有用物（法適用なし）

不要物

廃棄物

一般家庭から
の廃棄物

事業活動に
伴う廃棄物

（事業系ごみ）
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大阪市環境局

産業廃棄物の種類

１ 燃え殻 １１ がれき類

２ 汚泥 １２ ばいじん

３ 廃油 １３ 紙くず★

４ 廃酸 １４ 木くず★

５ 廃アルカリ １５ 繊維くず★

６ 廃プラスチック類 １６ 動植物性残さ★

７ ゴムくず １７ 動物系固形不要物★

８ 金属くず １８ 動物のふん尿★

９
ガラスくず･コンクリート
くず・陶磁器くず

１９ ばいじん動物の死体★

１０ 鉱さい ２０

上記1～19に掲げる産業廃棄物を
処分するために処理したもので
あって、これらの産業廃棄物に
該当しないもの

★業種の指定あり
建設工事に伴い生ずる主な廃棄物
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大阪市環境局

処理に注意を要する産業廃棄物

石綿含有産業廃棄物
石綿をその重量の0.1%を超えて含有するもの（廃石綿等を除
く）
• 石綿を含むPタイル（廃プラスチック類）
• 石綿スレート板（がれき類）

水銀使用製品産業廃棄物
水銀若しくはその化合物が使用されている製品が産業廃棄物
になったもの
• 蛍光灯、水銀灯（金属くず、ガラスくず）

水銀含有ばいじん等
ばいじん、燃えがら、汚泥、鉱さいであって、水銀を
15mg/kgを超えて 含有するもの
廃酸、廃アルカリであって、水銀を15mg/Lを超えて含有す
るもの
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大阪市環境局

特別管理産業廃棄物の種類

廃 油 揮発油類、灯油類、軽油類 （燃焼しやすいもの；おおむね引火点70℃以下）

廃 酸 pH2. 0以下のもの （著しい腐食性を有するもの）

廃アルカリ pH12. 5以上のもの （著しい腐食性を有するもの）

感染性産業廃棄物
医療機関等において生じた、感染性病原体が含まれ、若しくは付着している廃棄物
又はこれらのおそれのある廃棄物

特
定
有
害
産
業
廃
棄
物

廃PCB等 廃PCB及びPCBを含む廃油

ＰＣＢ汚染物 PCBが塗布され、染み込み、付着し、又は封入されたもの

ＰＣＢ処理物 廃PCB等又はPCB汚染物を処分するために処理したもの

廃水銀等及び
その処理物

廃水銀等及び当該廃水銀等を処分するために処理したもの

指定下水汚泥 下水道法施行令第13条の４の規定により指定された汚泥

廃石綿等
石綿建材除去事業に係るもの、大気汚染防止法に規定する特定粉じん発生施設にお
いて生じたもの及び輸入されたものであって、飛散するおそれのあるもの
・石綿建材除去事業において除去された吹き付け石綿等

燃え殻、汚泥、
廃酸、廃アルカリ、
鉱さい、ばいじん等

「有害物質の判定基準」 を超えるもの又は満足しないもの

廃 油
（有機塩素系溶剤）

廃溶剤 （ トリクロロエチレン 、 テトラクロロエチレン 、 ジクロロメタン 、 四塩化炭素 、
1,2-ジクロロエタン、 1,1-ジクロロエチレン 、 シス-1,2-ジクロロエチレン 、 1,1,1-トリクロロエタン 、

        1,1,2-トリクロロエタン 、1,3-ジクロロプロペン 、 ベンゼン 、 1,4-ジオキサン に限る。）
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大阪市環境局

排出事業者の責務

・処理そのものは、処理業者に委託して行うことは可能だが、
その廃棄物の適正処理は、事業者が責任をもって管理をしな
ければならない

・事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責
任において適正に処理しなければならない

【廃棄物処理法第３条第１項】

事業者は、事業活動に伴って生じた廃棄物の処理
責任を有している
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大阪市環境局

排出事業者の責務

建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理責任は、元請業者を事業
者とする

【廃棄物処理法第２１条の３第１項】

発生した建設廃棄物は、元請業者が自らの産業廃棄物として
処理するか、その処理（運搬・処分）を許可業者に委託しな
ければならない

下請業者が処理（運搬、一時保管、処分）を行うには、産業
廃棄物処理業の許可が必要

例外：PCB廃棄物は所有者（保管者）に処理責任があり、工
事業者が代わりに処理することはできない。

建設廃棄物は元請業者に処理責任がある
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大阪市環境局

産業廃棄物の保管

事業者は、その産業廃棄物が運搬されるまでの間、産業廃棄物保管基準に
従い、生活環境の保全上支障のないようにこれを保管しなければならない。
【廃棄物処理法第１２条第２項】

⚫ 周囲に囲いを設置 (構造耐力上安全であること)

⚫ 廃棄物の飛散、流出、地下浸透、悪臭の防止措置をとる

⚫ 汚水が生ずるおそれがある場合は、公共の水域及び地下水の汚染を防
止するための措置をとる

⚫ ねずみ、蚊、はえその他の害虫の発生を防止する

⚫ 保管場所が屋外にあり容器等を用いない場合は、制限高さを超えて廃
棄物を積み上げないこと

⚫ 廃棄物の保管場所である旨の掲示板を設置（縦横６０㎝以上）
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大阪市環境局

産業廃棄物の保管 保管場所レイアウト

掲示板の設置

周囲に囲い

石綿含有産業廃棄物
の囲い、飛散防止

床面を不浸透
性材料に

排水溝の設置

ねずみ、蚊、
はえ、害虫
の発生防止

がれき類
（石綿含有
産業廃棄物
を含む）

金属くず 汚泥
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大阪市環境局

産業廃棄物の保管 最大保管高さ（屋外）、掲示板
6

0
 c

m
以
上

60 cm以上

産業廃棄物保管場所

名称及び代表者氏名
本社所在地
責任者氏名

連絡先電話番号

〇〇株式会社 代表取締役 大阪太郎
大阪市〇〇区△△1-1-1
総務部 大阪花子

TEL ０６-××××-××××

産業廃棄物の種類
廃プラスチック類（石綿含有産業廃棄
物を含む）、金属くず、汚泥、＊＊

最大保管高さ※ １．８ｍ

（※屋外で容器を用いずに保管する場合）

50%勾配
a

b50%勾配

約26.6°

a:b=1:2
a

b

地盤面

2m

50cm

直接負荷部分
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大阪市環境局

産業廃棄物の保管 事業場外保管の届出

保管場所の面積等
法に基づく

届出
条例に基づく

届出

保管場所を３００ｍ2以上有する事業場（建設業
のみ） 必要 －

敷地面積が２００ｍ2以上であり、保管場所の面
積が３００ｍ2未満の事業場（すべての事業活
動）

－ 必要

保管を行う事業場の敷地等の面積が２００ｍ2未満 － －

元請業者が産業廃棄物を建設工事現場の外において自ら保管を
行う場合は、原則事前（2週間前まで）に届出が必要

大阪市HP【産業廃棄物事業場外保管について】 14



大阪市環境局

産業廃棄物の保管 事業場外保管の変更、廃止届

違反の内容 違反の内容 罰則

変更届
届出内容に変更があった場合
（氏名、住所、保管場所に関する事項）

前日まで

廃止届
保管場所としての届出を行っていたが、
保管をやめた場合

廃止のあった日か
ら30日以内

廃棄物処理法による変更、廃止届

市条例による変更、廃止届

違反の内容 違反の内容 罰則

変更届
届出内容に変更があった場合
（氏名、住所、保管計画に関する事項）

変更のあった日か
ら10日後まで

（保管計画の変更の
場合は2週間前まで）

廃止届
保管場所としての届出を行っていたが、
保管をやめた場合

廃止のあった日か
ら10日後まで
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大阪市環境局

産業廃棄物の保管 事業場外保管に係る罰則

違反の内容 違反の内容 罰則

事業場外保管
届出違反

排出事業者が届出をせず又は虚偽の届出に
より、産業廃棄物の事業場外保管をしたと
き

6月以下の懲役
又は

50万円以下の罰金

非常災害時
事業場外保管
届出義務違反

事業廃棄者が、届出をせず、又は虚偽の届出に
より、産業廃棄物の事業場外保管をしたとき

20万円以下の過料

廃棄物処理法による罰則

市条例による罰則

違反内容 違反の内容 罰則

事業場外保管
届出義務違反

排出事業者が届出をせず又は虚偽の届出に
より、産業廃棄物の事業場外保管をしたと
き 20万円以下の罰金

事業場外保管
変更届出
義務違反

事業廃棄者が、変更届出をせず又は虚偽の
変更届出をしたとき
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大阪市環境局

産業廃棄物の自社運搬

事業者は、自らその産業廃棄物の運搬を行う場合には、産業
廃棄物処理基準に従わなければならない

【廃棄物処理法第１２条第１項】

• 廃棄物が飛散、流出しないようにすること

• 悪臭、騒音又は振動によって生活環境の保全上支
障が生じないようにすること

• 運搬車に「排出事業者名および産業廃棄物を収集
運搬している旨」の表示をすること

• 廃棄物の運搬に関する書面を携帯すること

など
17



大阪市環境局

車両の表示について
• 産業廃棄物を収集運
搬している旨の表示

• 排出事業者名
―――――注意点―――――
• 見やすいこと
• 鮮明であること
• 両側面に表示
• 識別のしやすい色の文字

産業廃棄物の自社運搬

書類の携帯義務について
• 氏名又は名称、住所
• 運搬する産業廃棄物の種類、
数量

• 運搬する産業廃棄物を積載し
た日

• 積載した事業場の名称、所在
地、連絡先

• 運搬先の事業場の名称、所在
地、連絡先

（書類の保管については特段規定
なし）

5㎝以上

産業廃棄物収集運搬車
○○株式会社

3㎝以上
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大阪市環境局

車両の表示について
• 産業廃棄物を収集運
搬している旨の表示

• 業者名
• 許可番号
―――――注意点―――――
• 見やすいこと
• 鮮明であること
• 両側面に表示
• 識別のしやすい色の文字

産業廃棄物収集運搬業許可業者の運搬

書類の携帯義務について

• 産業廃棄物管理票（マニフェ
スト）

※電子マニフェストの場合は、
電子マニフェスト加入証及び運搬する
産業廃棄物の種類、数量等を記載した
書面又はこれらの電子情報（受け渡し
確認票など）

• 産業廃棄物収取運搬業許可証
の写し

5㎝以上

産業廃棄物収集運搬車
○○株式会社
○○○○○○号

3㎝以上
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大阪市環境局

産業廃棄物処理の委託契約

事業者は産業廃棄物の処理を委託する場合には、「収集運搬
業者」「処分業者」それぞれと書面による契約を結ばなけれ
ばならない。

【廃棄物処理法施行令第６条の２第４号】

（廃棄物の流れ）

排出事業者 収集運搬業者 中間処理業者 最終処分業者

処分委託

運搬委託

最終処分委託

書面による契約の締結
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大阪市環境局

産業廃棄物処理の委託契約

契約書に記載すべき事項① 【施行令第６条の２】

① 委託する産業廃棄物の種類及び数量

② 運搬の委託契約には運搬先（処分施設所在地）

③ 処分の委託契約には処分施設所在地、処理方法、処理施設の
処理能力及び中間処理後の産業廃棄物の最終処分に関する事項
（場所、方法、能力）

④ 委託契約の有効期間

⑤ 委託者が受託者に支払う料金（処理料金）

⑥ 処理業者の事業の範囲

⑦ 積替えを含む運搬の委託契約を行う場合は、積替え場所の所
在地、保管できる産業廃棄物の種類、保管上限
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大阪市環境局

産業廃棄物処理の委託契約

契約書に記載すべき事項② 【施行令第６条の２】

⑧ 安定型産業廃棄物の積替えを含む運搬の委託契約を行う場合
は、当該産業廃棄物の混合を認めるか否かの事項

⑨ 委託する産業廃棄物を適正に処理するために必要な情報

• 性状及び荷姿に関する事項

• 腐敗、揮発等の性状の変化に関する事項

• 他の産業廃棄物との混合した場合の支障等

• その他処理する際の注意事項

⑩ 上記の内容に変更があった場合の情報伝達方法

⑪ 受託業務(運搬又は処分）終了時の報告に関する事項

⑫ 契約解除時の産業廃棄物の取扱いに関する事項

※契約書添付書類【施行規則 第8条の4】
産業廃棄物収集運搬業、処分業の許可証の写し
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大阪市環境局

マニフェストの交付

排出事業者 収集運搬業者 中間処理業者 最終処分業者

その事業活動に伴い産業廃棄物を生ずる事業者は、産業廃棄
物の引渡しと同時に産業廃棄物管理票（マニフェスト）を交
付しなければならない。

【廃棄物処理法第１２条の３第１項】

ＥＤC2C1B2B1

A

Ｅ

Ｄ

B2

2次マニフェストの運用
（中間処理業者によるもの）

マニフェストの交付

送付

送付

送付

※マニフェストは５年間保存です

交付
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大阪市環境局

電子マニフェスト

公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターHPより

電子マニフェストの利用には、
排出事業者、収集運搬業者、
処分業者の３者の加入が条件

大阪市発注工事において令和４年度から
電子マニフェストの使用が義務化 24



大阪市環境局

電子マニフェスト 主なメリット

事務処理の効率化（事務負担の軽減）

• 紙マニフェストの保存が不要

• 照合作業（廃棄物の処理状況の確認）が容易

• 毎年６月末までに提出する「産業廃棄物管理票交付等状況報告書」の
提出の必要なし！

法令遵守（コンプライアンス）

• 入力漏れ防止機能

• 処理期限の通知機能

データの透明性（偽造防止等の効果）

• 排出、収集運搬、処分の3者が閲覧可能

• 1者が勝手に修正・取消できない
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大阪市環境局

多量排出事業者制度

多量排出事業者 【法第12条第９項】

・前年度の産業廃棄物の発生量が1000ｔ以上

（特別管理産業廃棄物を除く）

・前年度の特別管理産業廃棄物の発生量が50ｔ以上

（特別管理）産業廃棄物処理計画書

（特別管理）産業廃棄物処理計画実施状況報告書

の提出が必要

毎年度6月30日までに提出
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大阪市環境局

多量排出事業者の判断事例（大阪市）

① 多量排出事業者 他の行政庁でも該当する可能性有

② 多量排出事業者

③ 多量排出事業者に該当しない

大阪市内 大阪市外 合計

ケース① 1500 2500 4000

ケース② 2000 500 2500

ケース③ 800 800 1600

産業廃棄物発生量（t）
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大阪市環境局

多量計画書・報告書の提出時期 毎年度6月30日まで

R5年度
（R5.4.1~R6.3.31）

R6年度
（R6.4.1~R7.3.31）

R7年度
（R7.4.1~R8.3.31）

R8年度
（R8.4.1~R9.3.31）

1000t/年以上 1000t/年以上
◆計画書

1000t/年以上
◆計画書
■報告書

1000t/年以上
◆計画書
■報告書

1000t/年以上 1000t/年以上
◆計画書

1000t/年未満
◆計画書
■報告書

1000t/年未満

■報告書

1000t/年未満 1000t/年以上 1000t/年未満
◆計画書

1000t/年未満

■報告書

※特管の場合は50t計画書提出の翌年度に報告書提出をお忘れなく！
28

・前年度の排出量が1000t以上の場合、当該年度に計画書が必要
・計画書を提出した翌年度には、報告書の提出が必要
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参考 多量排出事業者制度

QR コード

自動的に生成された説明

大阪市ホームページ「産業廃棄物多量排出事業者制
度について」

様式、記入例、提出方法（メールアドレス）は

こちら

※提出はエクセルファイルでお願いします。

QR コード

自動的に生成された説明

産業廃棄物の多量排出事業者制度の手引き

（建設業者向け）

大阪府、大阪市、堺市、豊中市、吹田市、

高槻市、枚方市、八尾市、寝屋川市、東大阪市 共通

29

https://www.city.osaka.lg.jp/kankyo/page/0000455890.html
https://www.city.osaka.lg.jp/kankyo/page/0000455890.html
https://www.city.osaka.lg.jp/kankyo/page/0000455890.html
https://www.city.osaka.lg.jp/kankyo/cmsfiles/contents/0000455/455890/05tebiki(3).pdf
https://www.city.osaka.lg.jp/kankyo/cmsfiles/contents/0000455/455890/05tebiki(3).pdf
https://www.city.osaka.lg.jp/kankyo/cmsfiles/contents/0000455/455890/05tebiki(3).pdf
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行政処分

1. 改善命令（法第19条の3）
処理又は保管基準に適合しない保管、収集、運搬又は処分を行った場合
⇒◇当該処理を行った者

2. 措置命令（法第19条の5）
産業廃棄物処理基準又は保管基準に適合しない保管、収集、運搬又は処分が行われ生
活環境保全上の支障が生じ、又は生ずるおそれがある場合
⇒◇当該処分を行った者 ◇委託基準に違反して委託した者 ◇マニフェスト制度に
違反した者 ◇処分を行った者に当該処分を要求等した者

3. 措置命令（法第19条の6）
２の対象となる事案であって、処分者の資力等からみて、支障の除去等の措置が十分
にできない場合に、排出事業者が適正な対価を負担していないとき、及び不適正処理
が行われることを知り又は知ることができたとき等
⇒◇当該産業廃棄物の排出事業者等

4. 行政代執行（法第19条の8）
知事（市長）は行政代執行に要した費用について、負担させることができる
⇒◇当該処分を行った者 ◇委託基準に違反して委託した者 ◇マニフェスト制度
に違反した者 ◇処分を行った者に当該処分を要求等した者◇③の対象となる産業
廃棄物の排出事業者等

30
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主な罰則

○５年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金又はその併科（法第25条）

• 法第12条第５項等に定める委託基準違反 （無許可業者に委託した場合）

• 法第19条の５及び19条の６の措置命令違反

• 法第16条不法投棄、法第16条の２違法な焼却 （法人には3億円以下の罰
金）

○３年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金又はその併科（法第26条）

• 法第12条第６項等に定める委託基準違反 （委託基準に従わずに委託した場
合）

• 法第19条の３の改善命令違反

○６月以下の懲役又は50万円以下の罰金（法第29条）

• マニフェストを交付せず、規定された事項を記載せず若しくは 虚偽の記
載をして交付した者

• マニフェストを保存しなかった者

31
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目次

（１）廃棄物の区分

（２）建設系廃棄物の適正処理

（３）処理に注意を要する産業廃棄物

32
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【廃棄物処理法施行規則第１条の２第９項】

・吹付け石綿を除去したもの

・次の石綿を含む保温材、耐火被覆材等を除去し
たもの

・上記のものを除去する際に用いられたプラス
チックシート、防じんマスク等の廃棄されたもの
で、石綿の付着しているおそれのあるもの

廃石綿等

33

・石綿保温材
・けいそう土保温材
・パーライト保温材
・人の接触、気流及び振動等により上記のものと同等以上に石
綿が飛散するおそれのある保温材、断熱材及び耐火被覆材



大阪市環境局

• 他の廃棄物と区分して収集、運搬、保管を行うこと

• 廃石綿等である旨及び注意事項の表示を行うこと

• 梱包する等の飛散防止措置をとること

• 溶融、無害化処理による処分もしくは（管理型）埋立処分
をすること

※埋立処分を行う場合、あらかじめ固形化、薬剤による安定
化後、耐水性の材料で二重梱包が必要です。

【廃棄物処理法施行令第６条の５第１項】廃石綿等の処理基準

建設副産物リサイクル広報
推進会議パンフレットより
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工作物の新築、改装又は除去に伴って生ずる産業廃棄物で
あって、石綿をその重量の0.1％を超えて含有するもの（廃
石綿等を除く） 【廃棄物処理法施行規則第７条の２の３】

石綿含有産業廃棄物

建設副産物リサイクル広報推進会議パンフレットより 35
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• 飛散防止措置をとること

• 整然と積み重ねる（荷重による、変形又は破断の防止）

• シート掛け、こん包等

• 他の廃棄物と区分して収集、運搬、保管を行うこと

• 溶融、無害化処理による処分もしくは埋立処分

※原則、現場における破砕はできない

石綿含有産業廃棄物は特別管理産業廃棄物ではない
が、処理に注意が必要

石綿含有産業廃棄物

36
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石綿含有産業廃棄物

石綿含有建材の種類 留意事項

石綿含有成形板等
（スレート、サイディング
等）

廃棄物となったものは、法に定め
る基準等に基づき適正に処理する
こと。

石綿含有けい酸カルシ
ウム板 第１種

比較的飛散性が高い恐れのあるも
のとして取扱いに留意すること。

石綿含有下地調整塗材
石綿含有仕上塗材が廃棄物になっ
たものと同様の取扱いとすること。

石綿含有仕上塗材
石綿含有成形板と比較し、より飛
散性が高い恐れのあるものとして
取扱いに留意すること。

除去され、用具又は器具等
に付着した石綿含有建材

石綿含有廃棄物の中でも比較的飛
散性が高いと考えられることに留
意すること。

環境省「石綿含有廃棄物等処理マニュアル」より 37
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石綿含有産業廃棄物

石綿含有建材の種類 留意事項

石綿含有けい酸カルシウム板
第１種

切断・破砕されて廃棄物に
なったものは、フレキシブル
コンテナや十分な強度を有す
るプラスチック袋等にこん包
すること

石綿含有仕上塗材
石綿含有下地調整塗材
※粉状、汚泥状

確実なこん包（２重こん包
等）を行うこと
※こん包前に固型化、安定化
等の措置が望ましい

除去され、用具又は器具等に
付着した石綿含有建材

フレキシブルコンテナや十分
な強度を有するプラスチック
袋等にこん包すること

石綿含有廃棄物等処理マニュアルより 38
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参考資料

• 建設工事等における産業廃棄物の処理について

• 建設工事から生ずる産業廃棄物のよくあるご質問
（FAQ)【大阪府】

• 石綿含有廃棄物等処理マニュアル（第３版）
【環境省】
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大阪市環境局 環境管理部 環境管理課
産業廃棄物規制グループ

住所：大阪市阿倍野区阿倍野筋１－５－１
あべのルシアス１３階

電話：０６-６６３０-３２８４

今後とも本市廃棄物行政へのご協力を
よろしくお願いします。

問い合わせ先

40
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